
輸送の安全に関わる内部監査計画          はまなす観光バス（株） 

 

 

輸送の安全に関わる内部監査を行い必要な是正措置又は予防措置を講じる事。 

 

社長は、担当者より監査項目の説明を受け、各帳票類の保管及び業務内容の遂行につい

て監査を実施する事を確認した。 

 

 

実施年月日  （2023年）令和 5年 3月 30日 （木） 

監査担当者   統括部長      

           安全管理責任者  

被監査員 

        運輸部門       運行管理者・運転者 

        整備部門     整備管理者 

        営業部門     営業職員 

        事務部門     経理事務職員 

 

 

監査スケジュール 

9：30～  監査員打合せ   【監査項目の確認】 

10：00～    運輸部門監査 

（1）安全マネージメントの取組み状況 

（2）帳票類の記載・保存管理は正しく行っているか 

（3）勤務時間・乗務時間の改善基準告示は守られているか 

（4）休憩室・仮眠室の管理は正しく行われているか 

（5）コロナウイルス感染拡大防止対策を行っているか 

 ※感染防止対策は全部門（各施設）にて実施 

11：00～  整備部門監査 

      （1）全車輌に法令で定められた定期点検整備を行っているか 

      （2）定期点検基準に基づき点検整備記録簿は作成保存されているか 

11：30～  営業部門監査 

      （1）運送引き受書の作成・交付・保存は適正に行っているか 

      （2）上限下限の範囲内に運賃は保たれているか 

13：30～  監査員打合せ 

14：30   終了 



 

監査実績 

・上記項目のチェックリストを作成し監査員が日常業務の確認を行い 

 帳票類の記載及び保存されているか確認した。 

・輸送の安全に関わる目標及び計画を立て必要な情報の伝達及び周知がされている。 

・現業部門の声が管理責任者及び最高責任者へ報告・連絡・相談されている。 

・輸送の安全に関する情報は社内で回覧し、運転者に伝え事務所に掲示している。     

・緊急時に於ける連絡体制及び組織図を社内に掲示し全職員が目に留まるようしている。 

・社内各所にて除菌液及び飛沫防止パネルを（車輌含む）設置し対策している。 

・コロナ対策（マスク・手消毒）を引き続き実施している。 

 

【年間教育・訓練実施】 

ドライバーズミーティング実施 令和 5年 3月 23日 

・安全マネージメント 事故/故障時の伝達体制及び車輌点検の実施方法 

・交通安全講習会（厚別警察署・交通安全課） 

・ドライブレコーダーによるヒヤリ・ハット（矢崎総業/千代田サービス販売） 

・北海道労働基準部監督課 労働時間適正指導員講習会 

（改善基準告示・勤務時間・乗務時間・休憩時間・走行距離の法令事項） 

・救命救急視聴講習会 

・バスジャック訓練 

 

【輸送の安全に関わる基本方針】 

・ヒヤリ・ハット・事故事例映像教育 

・整備点検（日常点検）の実施要領及び冬期に向けて注意事項 

・安全マネージメント研修会開催（今年度コロナ禍・管理者のみ実施・乗務員には資料

配布済） 

（その他） 

・年間教育計画の実施 

・定期健康診断の実施 

・新人乗務員教育訓練の実施 

 








